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各学校法人理事長 殿 

各学校法人化志向幼稚園設置者 殿 

 

 

東京都生活文化局 

私学部私学行政課長 

 

 

幼児教育・保育の無償化に係る学校法人の会計処理について 

 

日頃から東京都の私学行政に御協力いただき、誠にありがとうございます。 

去る１０月１日より始まりました幼児教育・保育の無償化に係る会計処理について、

別紙のとおりお知らせいたしますので、御参照の上、適切な会計処理を行っていただ

くようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

東京都生活文化局私学部私学行政課 

学校会計指導担当 

                   電話 ０３－５３８８－３１９５ 

 



別 紙 

 

１ 施設等利用費の会計処理（私学助成園）【FAQ：17-４】 

・償還払いの場合 特段の会計処理はありません。 

・法定代理受領の場合  

 大科目：学生生徒等納付金収入に、小科目：施設等利用給付費収入を新設して計上します。 

【区市町村からの入金時】 

   （借方）現金預金    ／ （貸方）預り金収入（※） 

  【保育料の納付期限到来時】 

   （借方）預り金収入（※）／ （貸方）大科目：学生生徒等納付金収入 

小科目：施設等利用給付費収入 

   ※純額表示の場合。総額表示の場合は預り金受入収入、預り金支払支出 となります。 

    この後についても、すべて同様です。 

 

２ 施設型給付費の会計処理（新制度園・認定こども園）【FAQ：17-８】 

従前の会計処理から変更ありません。 

【区市町村からの入金時】 

   （借方）現金預金  ／ （貸方）大科目：補助金収入 

小科目：施設型給付費収入 

 

３ 預かり保育事業の会計処理（私学助成園・新制度園）【FAQ：17-６】 

・償還払いの場合 特段の処理はありません。 

・法定代理受領の場合 

 大科目：付随事業・収益事業収入に、小科目：施設等利用給付費収入を新設して計上します。 

【区市町村からの入金時】 

 （借方）現金預金  ／ （貸方）預り金収入 

【預かり保育料の納付期限到来時】 

 （借方）預り金収入 ／ （貸方）大科目：付随事業・収益事業収入 

小科目：施設等利用給付費収入 

 

４ 実費徴収に係る補足給付事業（副食材料費にかかる給付）の会計処理 【FAQ：17-10】 

・償還払いの場合 特段の会計処理はありません。 

・代理受領の場合 

【区市町村からの入金時】 

  （借方）現金預金  ／ （貸方）預り金収入 

 【実費の納付期限到来時】 

①これまで、給食費を保育料とともに徴収し、大科目：学生生徒等納付金収入に計上している 

場合 

（借方）預り金収入  ／ （貸方）大科目：学生生徒等納付金収入 

小科目：補足給付費収入 

 



  ②これまで、大科目：付随事業・収益事業収入に、補助活動収入等として計上している場合 

  （借方）預り金収入  ／ （貸方）大科目：付随事業・収益事業収入 

小科目：補足給付費収入 

５ 企業主導型保育事業の会計処理 

【児童育成協会からの入金時】 

従前の会計処理から変更ありません。 

  （借方）現金預金  ／ （貸方）大科目：雑収入 

小科目：児童育成協会助成金収入 

 

【留意事項】 

 ・収支の記載科目は、資金収支計算書のものを表示しています。 

 ・内閣府「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けＦＡＱ（2019年 10月 18日版）」を参考にし

ているものは、該当設問の番号を表示しています。 

 ・自治体からの給付費を上回ることにより保護者から徴収する保育料等や、無償化の対象外となる 

経費の会計処理については、従前のとおりです。 

・小科目を新設する場合の並び順については、以下の例を参考にしてください。 

 【例】 

   学生生徒等納付金収入 

    保育料収入 

    入園料収入 

           

     施設等利用給付費収入 

     補足給付費収入 

 

…


